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一. はじめに 

前回に続き、本稿では法人税について、近年の法令改正や税務調査事例に基づき、税務調査で指摘を

受けやすいポイントを説明する。本稿で紹介する事例は前回に比べ、必ずしもすべての企業に当てはまる

事例とは言えないが、いずれも該当する企業にとっては税務調査で指摘された際に非常に多くの追徴課税

が課されてしまうリスクの高い事例となっている。本稿が法人税の税務リスク低減に繋がれば幸いである。 

二. 法人税の税務調査で指摘を受けやすいポイント 

(1) 移転価格 

2017年に移転価格に関する法令が大幅に改正されたことを受け、移転価格に対する税務調査も厳しくな

っている。移転価格に関する詳細説明は割愛するが、以下2017年5月より適用開始となっている移転価格

文書の作成免除要件（a,b,cのいずれかを満たすこと）である。 

a. 会計年度における納税者の総売上が 500億ドン(約 2.5億円）未満、かつ関連者取引の総金額が 300

億ドン（約 1.5億円）未満であること。 

b. 税務局と移転価格事前確認の合意書（以下「APA」）を締結し、APAに関する法規定に従う年次報告書

をすでに提出していること。 

c. 納税者の事業内容が単純なものであり、無形資産の開発および使用に関する費用、売上が発生せず、

売上が 2,000億ドン（10億円）未満、かつ、借入利息および税引前利益の合計/売上の割合が販売事

業の場合は 5％以上、製造事業の場合は 10％以上、加工事業の場合は 15％以上であること。 

 

法人税の税務調査で指摘を受けやすいポイントについて、多くの追徴課税が課され

るリスクの高い事項に絞り、説明します。 
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大きな特徴としてベトナムは移転価格文書の免除要件が極めて低いため、日本等の他国では移転価格

文書を作成する必要のない企業もベトナムでは作成しなければならない点が挙げられる。また、免除を適

用されるためには、上述のいずれかを満たす必要があるが、ｂのAPAの合意書の発行について明確になっ

ていない、cの「事業内容が単純」についても明確になっていない等規定自体にも問題が残されている。 

当免除要件に該当しない企業は移転価格文書を作成する必要があり、税務調査で文書を要求された際

には15営業日以内に提出する必要がある。 

移転価格文書の税務調査でポイントとなるのは利益率である。移転価格文書では自社と類似した企業と

の比較分析により自社の利益率が妥当であることを証明するが、税務調査において文書中の比較対象企

業を否認され、税務局が選定した企業の利益率を用いるよう指摘される事例が起きている。その場合、税

務局選定企業の利益率は不当に高いものとなることが多く、自社の売上に税務局選定企業の利益率を乗

じた金額に対して法人税が再計算されるため、大変高額な追徴税額を課される。また、移転価格文書を準

備していない場合には、問答無用に税務局指定の利益率が適用されてしまうため、注意を要する。 

以上より、移転価格文書作成義務のある企業は、移転価格文書を必ず用意し利益率に対して十分な説

明ができるよう備えておく必要がある。また、自社の利益率を上げることでリスクを回避できるため、その点

も考慮いただければ幸いである。 

 

(2) 人件費 

    人件費については税法上の規定だけでなく労働法に違反していることを理由に、損金算入を否認される

場合があるため、注意しなければならない。以下が特に指摘を受けやすいポイントとなるため、確定決算時

に自己否認することも考慮する必要がある。 

a. 労働法に規定される残業時間上限（年間 200時間、一部業種で事前申請を行う場合 300時間）を超過

した時間に対する残業代 

b. 労働許可証を取得していない外国人に対する費用（給与、家賃、およびその他会社負担費用） 

c. 労働契約書のない従業員に対する費用（給与、家賃、およびその他会社負担費用） 

d. 財務規則や労働契約書等に記載のない従業員に対する費用（家賃、光熱費、電話代、および VISA申

請費等） 

e. 研修内容の詳細を記載した文書（労働者派遣契約書等）がない従業員の海外研修費用 

bについては、実務上労働許可証の取得はベトナムに赴任してから数ヵ月後となることが多いため、労働

許可証取得までの期間の人件費については保守的に自ら損金不算入として対応している会社も多い。ま

た、cについては、本社より出向扱いでベトナム法人で勤務する駐在員に対する人件費についても、労働契

約書が無いことを理由に損金不算入とされた事例がある。bおよびcについては、地方の税務局によって解

釈が異なるため、会計事務所等の専門家に確認することをお勧めする。 

労働法に関しては税務に比べて取り締まりも厳しくないことから法令を軽視しがちになってしまうが、税務

調査で指摘された際には調査対象の過年度も含めた全期間に渡る追徴課税を課されることになり、金額的

影響も小さくないため注意しなければならない。 
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(3) 借入利息 

    2017年発効の移転価格に関する新たな法令 Decree20により、関連者間の借入による支払利息に関して、

1事業年度において損金算入可能な支払利息は EBITDA（税引前利益に支払利息と・減価償却費を加算し

た利益）の 20％を超えない範囲と規定された。20％を超える部分は損金不算入となってしまうため、超過部

分がある場合、自主的に損金否認して法人税申告することも検討の余地があるといえる。特に、赤字企業

にとっては、関連者からの借入利息は全額損金不算入となってしまうため影響は大きい。 

また、対象となる借入について、関連者からの借入のみでなく、関連者取引が発生している場合は第三

者からの借入も含むと解釈する地方税務局もあるため、第三者からの借入を実施している場合には管轄

税務局に事前に書面で確認することをお勧めする。 

 

(4) 原材料費 

製造業における原材料について、2015年以降は標準原価設定の義務および申告は廃止されている。以

降、法令上原材料については政府によりリスト化された原材料の標準価格を超えた場合には損金不算入と

なり、その他費用については明確な規定が無い状態となっている。ただし、原材料のリストは公表されてい

ないため、税務調査において原材料の標準価格を定めた社内規定を掲示するよう求められ、実際の価格

が社内規定上の標準価格を上回った分は事業と関連しない費用とみなされ、損金不算入と指摘される事

例が近年発生している。 

そのため、まずは社内規定で原材料の標準価格を設定するようにした上で、実際と乖離が出ないよう努め

るべきである。乖離が出てしまう場合には、乖離が少なくなるよう標準価格を見直しすることや、税務調査

時に実際の価格が上がってしまった理由を説明して対応することになる。乖離の理由が妥当でない場合に

は、将来の税務調査での指摘を避けるため、法人税申告時に自ら損金不算入にして申告することをお勧め

する。 

三. おわりに 

前回と本稿を通じて、近年の法令改正および税務調査事例に基づき、法人税の実務上の留意点につい

て説明してきた。特に、本稿で紹介した移転価格に対する調査は法令が改正されたばかりに加え、税務局

としては高額な追徴課税を徴収できるため、今後もしばらく話題になると考えている。税務調査で指摘を受

けやすいポイントは法令の改正に応じて変動するため、今後も定期的に情報をアップデートされていくこと

をお勧めする。 

以上 
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I-GLOCAL CO., LTD. は2003年にベトナム初の日系会計事務所として設立されました。ベトナム国内に

3拠点を有し、企業のベトナム進出支援から進出後の会計・税務・人事労務を中心としたコンサルティン

グ業務、監査、M&A支援、撤退に関する相談までワンストップで提供しております。現在の契約社数は

800社を超え、幅広い業種のお客様を支援してきた実績により、豊富な事例に基づいた助言を提案でき

ることが強みです。 

逆井 将也（さかさい まさや） 

I-GLOCAL CO., LTD.ハノイ事務所 米国公認会計士 

慶應義塾大学商学部卒業。生命保険会社で顧客対応、経理、内部統制等に関わる経験を経て、

I-GLOCALに入社。ハノイ事務所にて企業のベトナム進出支援から進出後の会計・税務・人事労務を中心

としたコンサルティングに従事。 


